
 

  地下水に着目した法定外普通税の検討   

 
 
 
 ● 検討会では、地下水を利用している事業者のうち、県に報告義務がある大規模採取者の採取実績を調査した結果、非常に多岐にわ

たる業種が採取している実態が把握できた。 

 

 ● また、水道業に次いで多くの地下水を採水している製造業について製品の地下水含有量を調査したところ、調査対象となったすべ

ての製品の地下水含有量の総量のうち飲料の地下水含有量が約９３％を占めている実態もわかった。 

 

 ● さらに、地下水の含有率に関して、令和２年度に県が実施した調査によると、大規模採取者が製造する飲料のうち、ほとんど   

（９９．２%）が地下水を７０％以上含んでいる、いわば地下水を主成分とした製品であり、その飲料の販売は、地下水そのものの価

値が持つ価値を貨幣価値に換えているという側面が強いと言える。 

 

 

  

資料５ 
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１ 各税制案の検討 

ミネラルウォーター 1,667,519 77.2% 77.2%

炭酸飲料 101,598 4.7% 81.9%

炭酸飲料 154 0.0% 81.9%

茶系飲料 196,085 9.1% 91.0%

コーヒー飲料 24,403 1.1% 92.2%

コーヒー飲料 4,506 0.2% 92.4%

清酒 8,110 0.4% 92.7%

ジュース 1,754 0.1% 92.8%

乳飲料 4,784 0.2% 93.0%

ジュース 106,531 4.9% 98.0%

フレーバーウォーター 26,021 1.2% 99.2%

乳飲料 7,000 0.3% 99.5%

果実酒 305 0.0% 99.5%

その他の清涼飲料 4,515 0.2% 99.7%

蒸留酒・混成酒 484 0.0% 99.8%

不明 5,234 0.2% 100.0%

合計 2,159,004 100.0%

※R2地下水利用状況調査結果（R1実績）…大規模採取者に対する調査
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 ● これらを踏まえ、次のとおり「案Ａ：地下水の採水行為に対する課税」と「案Ｂ：地下水の移出行為に対する課税」の２案につい

て検討を行ってきた。 

 

  案Ａ 地下水の採水行為に対する課税   
 

 

 

● 本県の貴重な水資源を利用して事業活動を行う事業者に対し、利用目的や方法を問わず、広く一定の負担を求めるもの。 
 

※対象とする地下水は「山梨県内のすべての地下水」であり、原則として「地下水を採水する全ての事業者」を対象とする案であるため、課税の考え方

については上記のとおりシンプルに説明することが可能。 

 

 

 

● 営利目的で行われる地下水の採水行為 
 
 

 

● 汲み上げた地下水量 
 

※ただし、現状では各事業者の採水量を把握できる仕組みが存在しない。山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例では吐出口の断面積が 50cm²超

の揚水設備（井戸）を設置する者を対象として、水量を測定するための機器（「量水器」という。以下同じ。）による地下水の水量測定及び測定結果の

知事への報告義務を課しているが、吐出口断面積の大小と採水量実績に明確な比例関係を示す根拠データがない中、吐出口断面積 50cm²超のみの採水

量の把握しかできない現状では十分ではない。よって、採水実績に応じた課税を可能とするためには、全採水地点での量水器の設置や採水者全ての実

績報告を義務付ける等の新たな仕組みを構築する必要がある。 

  （単位：㎘/年）

区分 想定される課税標準量

大規模採取者（吐出口断面積50㎠超） 73,435,940

大規模採取者以外（吐出口断面積50㎠以下） 不明

※大規模採取者の課税標準量は地下水採取量報告のR1実績値

３ 課税標準 
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２ 課税客体 

１ 課税の考え方 

区分 備考

大規模採取者（吐出口断面積50㎠超） 361,900 円 口径100mmで試算

大規模採取者以外（吐出口断面積50㎠以下） 182,644 円 口径30mmで試算

量水器設置費
（1器あたり）



 

 

● 地下水を汲み上げたとき 
 
 

 

● 揚水設備（井戸）を有する全ての事業者 

※資料４の２（１）のとおり地下水を採水する事業者の該当業種は多岐にわたるが、いずれも対象となり得る。 

※山梨県内に揚水設備（井戸）を有する事業者数は、次表「山梨県内の地下水採取者の状況」によれば、大規模採取者（吐出口断面積 50 ㎠超）が 167 者

（A＋C）、大規模採取者以外の採取者（吐出口断面積 50 ㎠以下）が約 3,200 者超（B＋D）となっている。 

※また、大規模採取者以外の採取者の届出要件については、次表「条例区分別の届出要件」によれば、県条例と各市町村条例とで届出要件が異なってい

る状況にある。 

 

＜山梨県内の地下水採取者の状況＞                    ＜条例区分別の届出要件＞ 

 

 

 

 

 
 
 

 

● 賦課徴収又は申告納付 
 

※「３ 課税標準」で例示したように、全採水地点での量水器の設置や採水者全ての実績報告が義務付けられ、かつ、量水器の設置に漏れが出ないような

制度を構築した場合には、採水実績について事業者側も課税庁側も把握することが可能となるため、本案の課税にあたっては「報告された採水量実績

に基づく賦課徴収」と「事業者自身が把握している実績に基づく申告納付」の２つの方法が考えられる。 

ただし、「量水器の運用を適正に行っているか」「データを正確に報告しているか」については、水道事業を参考とし定期的に検針員が確認した上で、

賦課徴収するなどしない限り担保できない。 

  

条例区分 届出区分 備考

A 吐出口断面積50㎠超 81 独自条例を有する10市町村は対象外

B 吐出口総断面積6㎠超（Aを除く） 262 独自条例を有する10市町村は対象外

C 吐出口断面積50㎠超 86

D C以外 3,000 超 市町村により届出要件は異なる

※上記届出の対象とならない揚水設備の数量は不明

市町村条例対象

県条例対象

採取者数

４ 納税義務が発生する時点 

５ 納税義務者になり得る者 

６ 徴収方法 

条例区分

県条例対象 吐出口総断面積 6㎠超

6㎠以上

6㎠超

採水量 10㎥/日以上

揚水設備（井戸）の設置 基準なし

市町村条例対象

吐出口総断面積

届出要件
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● なし 
 

※過去に熊本県及び熊本市において、それぞれ地下水の採水や使用を対象とした法定外税を検討したが、実現しなかった経緯がある。 

 

  ＜当時の熊本県議会における答弁より＞ 

○ 「法定外目的税につきましては、本県では、昨年８月から、庁内関係課長によります県税制研究会におきまして、産業廃棄物に関す

る税とあわせて地下水に関する法定外の目的税について検討してまいりました。その結果、地下水の利用に限定した課税は、技術的

な問題が多く、税制としての創設が困難との結論に達したところでございます。（中略）水については、生活用水から農業・工業用水

まで、その利用者が膨大な数に上り、また、利用形態が極めて多様でございます。そういった意味で、使用者及び使用料の把握方法

など課税や徴収技術上の問題や県民生活、産業活動への影響など、さまざまな角度から十分に検討する必要があると考えておりま

す。（以下、略）（H14.9 議会）」 

○ 「地下水税導入の検討についてでございますが、現行の水とみどりの森づくり税の導入に当たりまして、地下水の使用量に対応した

課税方式についても検討を行っております。しかし、公平な課税を行いますためには、地下水利用者の捕捉あるいは取水量の把握が

困難であると、こういった問題があったこともございまして、最終的に現行の個人及び法人県民税への上乗せ方式に決定した、こう

いう経緯がございます。このような状況は、現時点でも変わっていないと考えております。（以下、略）（H19.12 議会）」 

  

７ 類似する税制度 
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  案Ｂ 地下水の移出行為に対する課税   
 

 

 

● 県民が長い歴史の中で守ってきた自然環境により育まれた地下水は生命の源とも言える貴重な資源である。その市場評価の高さ

に加え、世界的な気候変動や人口増加による水資源への影響も相まって、山梨県の飲用としての地下水についてはその需要及び

製品出荷量は増加の一途をたどり本県の地下水そのものが持つ価値は高まる一方である。 

● こうしたことを踏まえ、事業活動を行うに当たって、本県の行政サービスを受けていることに加え、この貴重な地下水をそのま

ま（又は主成分とする）飲料として製品化し、本県の地下水そのものが持つ価値を貨幣価値に換えて県内外に移出する事業を行

う者に一定の負担を求めるもの。 
 
 

○背景として、まずは飲料としての「地下水」の市場価値の高さがある。県民が守ってきた自然環境により育まれた本県の地下水の水質

は硬度成分（カルシウムやマグネシウム）の量が少ない軟水が多く、癖がなく飲みやすい特徴がある。また、本県には、富士山、八ヶ岳

などの火山、花崗岩からなる南アルプス甲斐駒ヶ岳、奥秩父の山々など、良質な地下水を産出する地形地質に恵まれており、それぞれ

の地質に応じた特色を持った水質となっている。 

○こうした水質や特徴を持つ地下水をそのまま飲料として製品化したミネラルウォーターについて、（一社）日本ミネラルウォーター協会

から公表されている都道府県別の生産量のデータによると、同協会の調査が始まった 1997 年以降、昨年（2020 年）まで本県の生産量は

一貫して全国１位で、右肩上がりで推移しており、全国におけるシェアも 40％を超えている。面積において全国の 1.18％、人口では全

国の 0.64％（2020 年国調）である本県のシェアが 40％を超えている事実は地下水含有量 100％の飲料としてのミネラルウォーターの市

場価値の高さ、ひいては飲料の原水である地下水の評価の高さを表している。これは法定外税を検討する際に重視すべき「地域性・独

自性」の観点からも他にはない特徴である。 

○また、地下水を含有する製品は飲料以外にも存在するが、各製品の地下水含有量（総計）の製品構成比において、飲料はそのほとんど

（約 93％）を占めている。（R2 地下水利用状況調査結果による） 

○更に、国土交通省が「世界で起こっている水資源問題の原因としては「人口の増加」「気候変動」「水紛争」などが挙げられる」と指摘し

ているが、長期的な視点に立った水資源への様々な影響を考えた場合、資源防衛の観点からも本県の地下水の価値は一層高まっていく

と考えられる。 

○こうした中、地下水をそのまま（又は主成分とする）飲料として製品化し、県民が長い歴史の中で守ってきた自然環境により育まれた

地下水の価値を貨幣価値に換える「移出行為」に対して一定の負担を求めるという考えを示したもの。 

１ 課税の考え方 
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● 営利目的で採水した地下水を次の飲料として製品化して移出する行為  
 

※案Ｂ－２の場合、「飲料」を「飲料（氷雪を含む。以下同じ。）」とする。 

 

案Ｂ－１：下記のうち（１）のみを対象 

案Ｂ－２：下記のうち（１）及び（２）を対象 

 

（１）地下水をそのまま製品化した飲料 

   「ミネラルウォーター（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン」が適用される「ミネラルウォーター類」のうち、

地下水のみを使用しているもの 

※地下水のみを使用したものであっても、炭酸飲料の日本農林規格（昭和 49 年 6月 27 日農林省告示第 567 号）に規定される炭酸飲料は同ガイ

ドラインが適用されていないため（１）の対象外とする。 

 

（２）地下水を主成分として製品化した飲料（氷雪を含む） 

①「地下水のみを使用している炭酸飲料及び氷雪」 

    ②「清涼飲料水、乳酸菌飲料、乳及び乳製品」であって地下水含有量 70％以上 100％未満のもの 

※酒税の対象となる酒精分 1容量％以上の飲料（アルコール飲料）は対象外とする。 

 

○（１）の対象範囲の設定理由 

  「地下水の価値を貨幣価値に換える」という意味では、地下水をそのまま充填した製品といえるミネラルウォーター類が典型例であ

るが、異なる税率を適用するにあたり、その区分は明白であることが望ましく、地下水含有量 100％の飲料であっても原水の種類（鉱

水・鉱泉水・湧水・温泉水・浅井戸水・水道水等）の表示が義務付けられ、地下水の使用が外形上で明白であるのは、「ミネラルウォー

ター（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン（平成 2 年 3月 30 日食品流通局長通達２食流第 1071 号）」が適用される「ミネラルウ

ォーター類」のみであることから、「地下水をそのまま製品化した飲料」の対象を同ガイドラインが適用されるものの中で、地下水のみ

を使用する製品に限定して設定することとした。 

なお、（１）の対象範囲には、天然由来の炭酸地下水（天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水）も含まれるが、人工由来

の炭酸地下水（二酸化炭素を圧入し、発泡性を有する地下水）は（１）ではなく（２）の対象となる。  

２ 課税客体 
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○（２）に氷雪を含める理由 

地下水そのままを充填した製品としているミネラルウォーター類が「地下水の価値を貨幣価値に換える」という意味で典型例である

のに対し、地下水に炭酸を注入した製品である炭酸水や地下水を凍結させた製品である氷雪は、いずれも「地下水そのまま」とは言え

ず、「地下水の価値を貨幣価値に換える」度合いがミネラルウォーターよりも低い、つまり課税の考え方からすると「（１）に準じた製

品」であると考えられることから、地下水を主成分として香料や糖などを添加している他の飲料と同様の取扱をすることが妥当である。 

 

 

 

 

● 製品に含まれる地下水量 

 

２（１）については「製品の生産量 ＝ 地下水量」 

２（２）については「製品の生産量 × 70％ ＝ 地下水量」とみなす。 

    ※課税標準は上記のほか、２（１）及び２（２）とも「製品の生産量」とし、（２）の税率を（１）×70％とする方法も考えられる。 

 

 

※２（１）と２（２）の課税標準（又は税率）について異なる扱いとする理由 
 

・１の「課税の考え方」により「貴重な地下水をそのまま（又は主成分とする）飲料として製品化し、本県の地下水そのものが持つ価値 

を貨幣価値に換えて県内外に移出する事業」が課税の対象となるが、「水の価値を貨幣価値に換える」との観点からは「地下水をその 

まま製品化した飲料」は正に典型例であり、「地下水を主成分として製品化した飲料」はそれに準じた例と位置づけることができるも 

のであり、課税標準（又は税率）においてもこの両者に差を設けることがむしろ妥当と言える。 

・地下水を「そのまま」製品化した飲料に準じる「主成分」が指す地下水の含有割合については、昨年の調査において地下水を含む飲料 

のほぼ全て（99.2％）の品目において「地下水の含有割合が 70％以上」となっていた(Ｐ８の表参照)ことを踏まえ、「地下水含有量 

70％以上 100％未満」と設定できる。 

・上記を踏まえ、「地下水をそのまま」と「地下水を主成分」に区分した上で、「後者に少なくとも地下水が 70％は含まれている」ことを 

勘案し、前者を「製品の生産量＝地下水量」、後者を「製品の生産量×70％＝地下水量」とした。 

・「主成分」＝「70％以上」とすることや「準ずるもの」を７割に減ずることは県民の理解を得やすい水準と言えるのではないか。 

３ 課税標準 
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● 想定される課税標準量 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 飲料における地下水を含む品目（再掲） 

   

                                   ※左記「製品等に含まれる地下水量」は原料用水の使用量全体（＝製  

造に当たって必要となる地下水の投入量）ではなく、あくまで製品

となった飲料中に含まれる地下水量を製造者側が適切に把握し、申

告することを想定。 

※「飲料」の範囲は、食品衛生法の「清涼飲料水」及び「乳及び乳製品」 

※清涼飲料水…乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分１容量パーセ

ント未満の飲料 

※乳及び乳製品…乳及び乳製品の成分規格に関する省令第１条に規定

する「乳及び乳製品」（例：乳酸菌飲料、乳飲料） 

※炭酸水や氷雪については、地下水含有量 100％であったとしても「地

下水をそのまま製品化」したものとは言えないため、「地下水を主成

分として製品化」したものとして、２（２）のとおり 70％課税の対

象とする。 

 

  

  

ミネラルウォーター 1,667,519 77.2% 77.2%

炭酸飲料 101,598 4.7% 81.9%

炭酸飲料 154 0.0% 81.9%

茶系飲料 196,085 9.1% 91.0%

コーヒー飲料 24,403 1.1% 92.2%

コーヒー飲料 4,506 0.2% 92.4%

清酒 8,110 0.4% 92.7%

ジュース 1,754 0.1% 92.8%

乳飲料 4,784 0.2% 93.0%

ジュース 106,531 4.9% 98.0%

フレーバーウォーター 26,021 1.2% 99.2%

乳飲料 7,000 0.3% 99.5%

果実酒 305 0.0% 99.5%

その他の清涼飲料 2,800 0.1% 99.7%

59～50% その他の清涼飲料 1,715 0.1% 99.7%

49～40% 蒸留酒・混成酒 484 0.0% 99.8%

不明 5,234 0.2% 100.0%

合計 2,159,004 100.0%

※R2地下水利用状況調査結果（R1実績）

製品等に含まれる
地下水の割合

構成比
（↓累計）

構成比品目
製品等に含まれる
地下水量（㎘）

100%

69～60%

79～70%

89～80%

99～90%

（単位：㎘/年）

区分 想定される課税標準量

地下水をそのまま製品化した飲料 1,482,544

地下水を主成分として製品化した飲料 980,744

合計 2,463,288

※「地下水をそのまま製品化した飲料」は本県のR1ミネラルウォーター生産量実績値（日本ミネラルウォーター協会公表値）

※「地下水を主成分として製品化した飲料」は全国のR1清涼飲料生産量実績値（清涼飲料統計資料）を元に出荷量シェア及び地下水利用割合等を用いた推計値

※「地下水を主成分として製品化した飲料」における想定される課税標準量は70％を乗じる前の値
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…大規模採取者に対する調査 



 
 

 

● 地下水を含む製品を事業所の敷地から移出したとき 

 
 

 

● 次の製造許可事業者（氷雪採取業は届出事業者）のうち、対象飲料を製造・移出する者 
 

許可・届出業種 県内事業者数 備考 

清涼飲料水製造業 124 うち 50 程度がミネラルウォーター類を製造…県衛生薬務課からの聞き取り 

乳処理業 3  

乳酸菌飲料製造業 6  

乳製品製造業 29  

氷雪製造業 5  

氷雪採取業（届出） 2  

※数字は R2.12 末現在の許可・届出事業者数 

※R3.6 から「乳酸菌飲料製造業」の許可がなくなり、乳処理業、乳製品製造業又は清涼飲料水製造業の許可で取り扱えるようになった。 

 
 

 

● 申告納付 
 

※申告時期は法人事業税と同時期を想定。対象となる飲料は製造許可事業者に限られ、課税庁側で把握が可能。申告内容については、必要に応じて現地

にて製造工程や帳簿等を調査して確認することを想定。 

  

４ 納税義務が発生する時点 

５ 納税義務者になり得る者 
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６ 徴収方法 



 

 

 

● 酒税（国税）、清涼飲料税（過去に制度化されていた国税：清涼飲料税法（大正 15 年公布）・・昭和 25 年に廃止、物品税へ統合） 
 

※上記のうち、清涼飲料税は次のとおり類似する点が多い。 

 

 ＜制度比較＞ 

区分 案Ｂ 清涼飲料税 

課税客体 
地下水を含有する飲料を対象 炭酸ガスを含有する飲料を対象 

納税義務が発生する 

時点 

製造場から移出したときに納税義務が発生 製造場から移出したときに納税義務が発生 

製造許認可 
製造者には知事許可が必要（一部届出） 製造者には税務署長の許可が必要 

軽減税率 

地下水をそのまま製品化（含有量 100％）した飲料

に対して地下水を主成分として製品化（含有量

70％以上 100％未満等）した飲料に 7 割の税率を

適用 

一般の炭酸飲料に対してラムネ（大衆的な炭酸飲料）

に 7割の税率を適用 

徴収方法 

申告納付（法人事業税と同時期を想定） 

※課税庁が現地を訪問し、帳簿等を確認する想定 

申告納税（翌月 10 日までに申告、翌月末までに納付） 

※課税庁が現地を訪問し、帳簿等を確認する想定 

 

 

  

７ 類似する税制度 
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  案Ａと案Ｂの比較表   
 

 案Ａ（地下水の採水行為に対する課税） 案Ｂ（地下水の移出行為に対する課税） 

課 税 の 考 え 方 

○本県の貴重な水資源を利用して事業活動

を行う事業者に対し、利用目的や方法を

問わず、広く一定の負担を求めるもの。 

○県民が長い歴史の中で守ってきた自然環境により育まれた地下水は生命

の源とも言える貴重な資源である。その市場評価の高さに加え、世界的

な気候変動や人口増加による水資源への影響も相まって、山梨県の飲用

としての地下水についてはその需要及び製品出荷量は増加の一途をたど

り本県の地下水そのものが持つ価値は高まる一方である。 

○こうしたことを踏まえ、事業活動を行うに当たって、本県の行政サービ

スを受けていることに加え、この貴重な地下水をそのまま（又は主成分

とする）飲料として製品化し、本県の地下水そのものが持つ価値を貨幣

価値に換えて県内外に移出する事業を行う者に一定の負担を求めるも

の。 

課 税 客 体 

○営利目的で行われる地下水の採水行為 ○営利目的で採水した地下水を次の飲料として製品化して移出する行為 

 ・案Ｂ－１：次の（１）のみを対象 

 ・案Ｂ－２：次の（１）及び（２）を対象 

 ※案Ｂ－２「飲料」には氷雪を含む。 
 
（１）地下水をそのまま製品化した飲料 

 「ミネラルウォーター（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン」が

適用される「ミネラルウォーター類」のうち、地下水のみを使用してい

るもの 

（２）地下水を主成分として製品化した飲料（氷雪を含む） 

  ①「地下水のみを使用している炭酸飲料及び氷雪」 

②「清涼飲料水、乳酸菌飲料、乳及び乳製品」であって地下水含有量

70％以上 100％未満のもの（酒精分 1容量％以上の飲料は対象外） 
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 案Ａ（地下水の採水行為に対する課税） 案Ｂ（地下水の移出行為に対する課税） 

課 税 標 準 

○汲み上げた地下水量 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 

 

○製品に含まれる地下水量 

・課税客体（１）については「製品の生産量 ＝ 地下水量」 

・課税客体（２）については「製品の生産量×70％ ＝ 地下水量」とみな

す。 

※課税標準は上記のほか（１）及び（２）とも「製品の生産量」とし、（２）の税率を

（１）×70％とする方法も考えられる。 

＜参考＞ 

 

納税義務が発生 

す る 時 点 

○地下水を汲み上げたとき ○地下水を含む製品等を事業所の敷地から移出したとき 

納税義務者として

検討の対象になり

得る者 

○揚水設備を有する全ての事業者 

 

＜参考＞ 

  ※上記届出の対象とならない揚水設備の数は不明 

 

 

条例区分 届出区分 採取者数 

県条例 

対象 

A 吐出口断面積 50 ㎠超 81  

B 吐出口総断面積 6 ㎠超（A 除く） 262  

市町村 

条例対象 

C 吐出口断面積 50 ㎠超 86  

D C 以外（要件様々） 3,000 超 

○次の製造許可事業者（氷雪採取業は届出事業者）のうち対象飲料を製造・

移出する者 

＜参考＞ 

許可・届出業種 県内事業者数 備考 

清涼飲料製造業 124 うち 50 程度がミネラルウォーター類を製造 

乳処理業 3  

乳酸菌飲料製造業 6  

乳製品製造業 29  

氷雪製造業 5  

氷雪採取業（届出） 2  

 ※業者数は R2.12 末現在の許可・届出事業者数 

徴 収 方 法 ○賦課徴収又は申告納付 ○申告納付 

  

（単位：㎘/年）

区分 想定される課税標準量

地下水をそのまま製品化した飲料 1,482,544

地下水を主成分として製品化した飲料 980,744

合計 2,463,288

（単位：㎘/年）

区分
想定される
課税標準量

大規模採取者
（吐出口断面積50㎠超）

73,435,940

大規模採取者以外
（吐出口断面積50㎠以下）

不明
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 ● 上記の２案について、委員からは次のようなコメントがあり、「基本的には移出行為に対する課税を中心にまとめていく方向」に集

約された。 

 

  ＜委員からのコメント＞ 

   ・「採水行為のみでは課税の理屈が成り立たない。税金は富（担税力のあるところ）に対して課税すべき。移出行為に対する 

課税の場合は、山梨の水には価値があるのでこれを販売して外に持ち出すところに富を見出して、その富に対して課税す 

ることは非常に説得力がある。」 
 

   ・「地下水の採水行為に対して課税するとなると、技術的にも様々な問題があることに加え、今後、山梨県に新たに進出する 

企業の足かせになりかねないといった懸念がでてくる。「富に対して税をかける」案Ｂが妥当。」 
 
   ・「水に関しては、貨幣価値に換算されたところで捉えるという発想にしていくことで課税もできると思うし、貨幣価値に換 

算された時点で、市場と接続することで価値というものが見えてくる。その時点で課税するという発想が良い。」 
 

・「徴税コストの面でも移出行為に対する課税の方がふさわしい。山梨県の水質の良さや移出するときのアクセスの良さなど、 

山梨県を選んで山梨県の限られた資源を使用して山梨県から利益を得ようとしているところで課税することには説得力が 

ある。しかし、企業側も環境保護のために積極的に社会貢献活動を行っているという視点も忘れてはいけない。」 

 

   ・「案Ａが公平ではないかと思うが、現実には非常に難しい部分が多く、業種別を見ても水道事業が圧倒的に多いということ 

になると、水道事業を外した場合、製造業で２８．４％しか対象が出てこないとなると、公平な税制にはなり得ない部分 

も多い。ただし、過去のミネラルウォーター税との違いを明確にすべき。」 
 

   ・「技術的な面などを考えると案Ｂになるだろう。案Ｂの中でも案Ｂ－２を推奨。ミネラルウォーターだけではなくて、水を 

加工して消費する商品についても課税するということは、ミネラルウォーターに限定してかけるよりも県民の理解が得ら 

れるのではないか。」 
 
   ・「山梨の価値ある水を採水した上で日本全国に移出、更には輸出までしているので、その価値が生まれる行為に対して、そ 

の原料となっている県民の財産である地下水を使うことに対して、一定の負担をいただきたいというのが根拠。」 

２ まとめ 

13 


